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   生駒市職員採用試験のお知らせ（専門職） 
 

民間企業、行政職員等の一定資格所有者を対象とした採用試験を次のとおり行います。 
 

生駒市が求める人材 
 

専門分野で自身の経験を活かし、生駒市の根幹を支える人材 

 
 

 

 

 生駒市HP内の「職員採用試験」にある「申込はこちら」のリンクから、 

「奈良電子自治体共同運営システム e古都なら」のページより申込 

https://s-kantan.jp/ikoma-nara-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=25797 

 

【申込受付期間】  

令和3年1１月１７日（水）10：00 ～ 令和3 年12月９日（木）23：59受信分 

 

1 試験区分・採用予定数・受験資格                        

 

試験区分 
採用 

予定数 

受 験 資 格 

年齢 職務経験 等 

精神保健福祉士（任期あり） 1名程度 年齢制限なし 

次のいずれにも該当する人 

(1) 学校教育法による高等学校以上の学校を卒業した人 

(2) 精神保健福祉士の資格を有する人で、福祉・医療・保健の 

分野での相談支援業務の職務経験が令和 3年4月1日ま 

でに3年以上有する人 

機械職（任期なし） 1名程度 

昭和51年4月2日～ 
平成7年4月1日の間
に生まれた人 

次のいずれにも該当する人 

(1) 学校教育法による高等学校以上の学校を卒業した人 

(2) 機械設備または電気設備の維持管理業務の経験が 

令和3年4月1日までに３年以上有する人 機械職（任期あり） 1名程度 年齢制限なし 

 

 

試験区分 求 め る 経 験 や 能 力 

精神保健福祉士 

 
・行政・医療・その他支援機関との間で調整・連携を図りながら、障がい者等への支援に 
取り組んだ経験 

・コミュニケーション能力、忍耐力、調整力、人に親身に寄り添える力 

機械職 

・上下水道施設等の維持管理業務・運転管理業務の経験 

・ポンプ機器メーカーや水処理施設関連企業における、製品開発、設計、施工及びメンテナンス 

業務の経験 

 

［受験資格に定める「職務経験」の取扱いについて］ 

①職務経験には、会社員、団体職員、公務員等（生駒市の一般職の職員は除く）としての勤務のほか、自営業者等としての事業経験、ボランティア・ＮＰ

Ｏ等での活動経験を含みます。その際、雇用形態・勤務時間等は問いませんが、休職期間（育児休業等）は職務経験に含めることができません。 

②職務経験が複数ある場合は、１年以上継続して勤務していた職務経験に限り、算入できます。（同時期に複数の企業等に勤務していた場合は、いず 

れか１つのみを算入できます。） 

 

申込方法・申込受付期間 

 

令和３年度 受験案内⑥ 令和 3年11月17日 

https://s-kantan.jp/ikoma-nara-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=25797
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● 上記の職種の内、いずれか１つ希望する試験区分にしか応募できません。 

● 申込時点で、生駒市の一般職の職員（会計年度任用職員を除く）である人は、受験できません。 

● 試験区分の職種によらず、採用時の配属とは、異なる所属へ異動することがあります。 

● その他、生駒市職員任用試験委員会が、上記条件に応じた受験資格と同等であると認めた場合は、受験資格として認めることがあります。 

● 日本語活字印刷文による試験に対応できることを条件とします。 

● 日本国籍を有しない職員については、「公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには、日本国籍を必要とする」とい 

う公務員の基本原則に基づき、任用される職務に一部制限があります。 

● 地方公務員法第１６条に該当する人は受験できません。 

（地方公務員法  https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261） 

● 採用予定人員は、現時点での予定ですので、変更になることがあります。 

 

 
2 採用形態について                               

 

● 任期付の職種に関しては、任期が 3年（最長 5年）になります。 

     ※任期終了後も、改めて試験等を経たうえで、継続して採用される場合もあります。 
 

採用形態の種類 勤務日及び勤務時間 副業 

(1)常勤 週 5日勤務 原則 1日 8：30～17：15 一部可 

  

3 試験日・会場・内容・合格発表など                       

 

【全職種】 

 試験種類 試験日・会場等 合格発表 

第
１
次
試
験 

面接試験 

【日時】令和 3年 12月中旬 

【試験会場】生駒市内の公共施設で実施 

詳細は確定次第申込者にメールで通知 

令和3年１２月下旬 

（予定） 

第
２
次
試
験 

適性検査 

【日時】令和３年１２月～令和 4年 1月中の概ね 5日間程度のうち 

受験者が選択する日時 

各自パソコン又はスマホから受験   

詳細は 1次試験合格者に通知 令和4年１月中旬 

（予定） 

面接試験 

【日時】令和 4年 1月中旬予定 

【試験会場】生駒市内の公共施設で実施    

詳細は１次試験合格者に通知 

 

※結果は生駒市ホームページに合格者の受験番号を掲載し、別途、申込時に入力されたメール宛に通知。 

※上記以外の試験内容の問い合わせについては、一切お答えしません。 

 

4 受験手続                                     

 ～奈良電子自治体共同運営システム e古都なら」のページより申込～ 

①生駒市のホームページ生駒市HP内の「職員採用試験」にある「申込はこちら」のリンクから、「奈良電子自治体共同運営システム 

e古都なら」のページより申込 

 

②「電子申請入口」をクリックするとログイン画面が開きますので、登録がまだの方は「利用者登録される方はこちら」をクリックし、利 

用者情報登録画面に進み、ID、パスワード等必要事項を登録してください。ID、パスワードは必ず控えておいてください。 

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000261
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③登録したＩＤ、パスワードによりログインの上、受験申込を行ってください。申込画面では、受験職種や志望動機などの文章の入力も 

必要ですので、必ず事前に画面で入力項目・注意事項を確認してください。入力内容を準備した上で、「申込む」ボタンを押して申 

請書を送信します。「手続きの申込を受付しました。」の画面が表示されると申込完了です。（システム上、すべての項目を約 20分 

間で入力完了しなければタイムアウトになり、それまで入力中のデータはすべて無効となります。「申込データの一時保存」をこまめ 

に利用するか、別途文章を作成しておき、コピー＆ペーストして入力時間を短縮してください。） 

また、その際に「申込完了通知メール」が自動送信されますので、届いたことを確認してください。 

確認後は、当委員会において申込内容の審査を行います。「申込完了通知メール」が届かない場合は、申込ができていない可能性 

がありますので生駒市職員任用試験委員会（shokuinsaiyo@city.ikoma.lg.jp)に必ずお問い合わせください。 

  

＜手続の際の留意事項＞ 

● 申込入力事項等に不備があるときは、受付できない場合や再提出をお願いする場合があります。この場合、改めて申込入力していただくことにな 

ります。このときに生じた遅延、使用される端末や通信状況の障害による遅延、その他の理由で所定の期間内に受付不可となった場合、当事務局は 

一切責任を負いませんので、受験手続は必ず日時の余裕をもって行って下さい。 

● 採用選考に関する提出書類は一切お返ししません。 

● 登録に使用するメールアドレスは、フリーメールでも可能です。携帯電話のメールアドレスで申込みをされた場合、案内メールが届かない場合があ 

ります。この場合で受験できなかったときは、一切責任を負いませんのでご注意ください。 

● システムの保守・点検等を行う必要がある場合や、重大な障害その他やむを得ない理由が生じた場合、事前の通知を行うことなく、本システムの運 

用の停止、休止、中断、または制限を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。その際は入力する日を変更してください。また、このため 

に生じた申込の遅延等には一切責任を負いません。 

● 郵送や持参での申し込みはできません。 

 

5 その他注意事項                                  

● 2次試験以降のいずれかの時期に、以下の書類を提出していただきます。詳細は対象者に別途通知します。 

・最終学校卒業証明書 

・最終学校成績証明書の原本（大学院卒業又は大学院卒業見込みの受験者は大学の証明書も提出） 

・職務経歴を証明する書類（在職証明書） 

・その他学歴や受験資格を証明する書類 

● 必要に応じてその他の書類を求める場合があります。 

● いずれかの試験において、欠席又は棄権した場合には、それ以降の試験は受験できません。 

● 受験資格がないこと、試験申込書の記載事項が正しくないことが判明したときや、この案内もしくは試験官の指示に従わない場合は、 

合格や採用を取り消すことがあります。また、採用試験合格者の方で、受験資格を満たせないことが判明したときは、採用を取り消します。 

    ● 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、試験当日発熱や咳などの症状が認められた場合は、受験できない場合があります。 

また、試験当日に検温させていただきます。 

    ● 申込内容が不適切な場合や、文量が明らかに不十分な場合などは、審査の結果、受験不可とする場合があります。 

● 申込いただいた内容を元に担当課より会計年度任用職員の募集案内をさせていただく場合があります。 

     また、ご本人の同意のもと会計年度任用職員として採用する場合があります。 
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6 職務内容 等                                   

  

試験区分 ミッション・職務内容 

精神保健福祉士 

【ミッション・職務内容】 

・電話や窓口等で、障がい者に寄り添いながら、その人の特性に応じた適切な相談支援を行う。 

・関係する支援機関等と円滑に連絡調整をとりながら、障がい者支援を行う。 

・市職員のメンタルヘルス対応・障がい者雇用を促進させる。 

【配属想定課】 

（福祉健康部）障がい福祉課 、（市長公室）人事課 等 

機械職 

【ミッション・職務内容】 

・専門的な技術と経験に基づいて、上下水道等のインフラ資産を、安定的かつ継続的に支える。 

・上下水道施設等の維持管理業務において、専門業者と連携しながら知識と経験をもとに故障発生時の修理など臨

機応変な現場対応や経年化した機器の修繕委託、更新などを行う。 

【配属想定課】 

（上下水道部）下水道課、工務課、浄水場、竜田川浄化センター 等 

 

7 給与・その他                                   

(1) 給与 

  給与は、「生駒市の一般職の給与に関する条例」に基づき、学歴・経歴等を勘案し、決定します。 

●常勤（週５日・週３８時間４５分）の参考例 

大卒後の職務経験年数 概算年収 役職 

3年 約 370万円 主事級の場合 

7年 約 440万円 主任級の場合 
 

・上記表は、各種手当（通勤手当、期末・勤勉手当、扶養手当、住居手当、学歴・経歴等）を含めた目安であり、勤続年数に応じた役職及び給料の 

最低額を保証するものではありません。 

・上記表より長い職務経験年数を有する場合にも、その年数に応じた加算もあります。 

・現時点の条例に基づいていますが、採用前に給与改定等があった場合には、その定めによります。 

・給与の算定において、勤続年数の計算方法は雇用形態や勤務日数・時間等によって変動します。 

 

(2) 勤務時間と主な休暇制度 

勤務時間 … 常勤の場合、勤務時間は平均して週３８時間４５分、週休２日制です。 

 

主な休暇制度 

【有給】 

種類 期間・条件 

年次有給休暇 年度で 20日。残った分を翌年度へ繰越が可能 （最大保有40日間まで） 

夏季休暇 6日間（毎年7月から 9月までの期間内で、1日でも、連続でも可） 

結婚休暇 結婚の日の 5日前から当該結婚の日後 1月を経過するまでの間の連続する 5暦日。 

病気休暇 医師の証明書等により最小限度必要と認める日数  

（最大90日間。それ以上は、休職処分の取扱いとなる） 

産前休暇 出産予定日より 8週間以内前（多胎妊娠の場合 14週間以内前） 

産後休暇 出産日の翌日から 8週間を経過する日まで 

配偶者の出産休暇 3日間の範囲内 （配偶者の出産のため入院する等の日から、出産の日後2週間を経過する日

までの期間中のみ） 

父親の育児参加休暇 5日間の範囲内（配偶者の産前・産後期間中に子の養育のために必要となった期間のうち） 

子の看護休暇 各年度で 5日間の範囲内 （養育する中学校就学前の子が負傷・疾病により看護の必要がある

場合。就学前の子が 2人以上の場合は、10日間） 
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（参考） 男性の「配偶者の出産休暇」の取得率 … 100％ 

「父親の育児参加休暇」の取得率 … 93％     （令和 2年度実績） 

【無給】 

種類 期間・条件 

育児休業 3歳未満の子を養育するとき、父母どちらでもその子が 3歳に達する日（誕生日の前日）まで 

部分休業 始業時、終業時を起点として、1日を通じて 2時間の範囲（30分単位） 

（小学校就学前までの子を養育する職員が対象。） 

介護休暇 介護を必要とする一の継続する状態ごとに、通算して 6月の期間内で必要と認める期間 

 

 

(3) 福利厚生その他 

採用形態の種類 社会保険 昇格 昇給 職員互助会 移転料 

(1)常勤 ・共済組合 

・厚生年金 

・公務災害補償基金 

有り（任期なしのみ） 有り 加入 有り 

※1 

  

＜子育て中の主な手当・給付制度＞ 

【共済組合からの給付】 

・出産費（本人又は被扶養者に対し、原則 42万円） 

・育児休業手当金…子が 1歳に達する日まで （保育所に入所できない等特別な事情の場合は最長2歳） 

 

【その他の手当】 

・扶養手当（月額）…配偶者6,500円、 子 10,000円／人（職員に配偶者がないときは、10,000円） 

 （満 16歳の年度初～満 22歳の年度末までの子：5,000円／人を特別加算）    

 

  ・人事評価を基礎として、昇給や任期の更新を決定します。 

※1移転料とは…採用に伴い、市外から市内へ転居する場合は、一定条件のもと、その移転の費用を一定額補助する制度があります。 

 

＜時差出勤やテレワーク等の制度あり＞ 

※時差出勤  …  １日の勤務時間を変更せず、始業時間又は終業時間を繰上げし、又は繰下げることで、通常の勤務時間と異なる時間帯に 

勤務することが可能。 

副業     … 市と協議の上認められています。（原則として地域貢献に寄与する活動に限られます。） 

           実例 ： NPO法人での活動、スポーツの指導員 

 


